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令和２年度 市民部 経営計画書 

職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源 

市民部長 
坪井 智美 

●使命 

 私たち市民部は、総合計画に掲げる「人と自然が織りなす し

あわせ実感都市 瀬戸内」の将来像の実現に向かい、健やかでい

きいきと暮らしていけるよう生活を支援します。 

 

●基本方針 

 市民部の職員一人一人が、市役所の顔である意識を持ち、多様

な市民ニーズの的確な把握に努め、常に市民の皆さんの立場に立

ち、市民の皆さんに満足していただける迅速かつ正確で質の高い

サービスを提供します。 

 

所 管 課 
市民課、税務課、牛窓支所、 

長船支所、裳掛出張所 

 

人  員 
正職員 臨時職員 合計 

５５人 １１人 ６６人 

一般会計 １，８３７，０９４ 
千円 

特別会計 ４，７７９，３００ 
千円 

計 ６，６１６，３９４ 
千円 

（うち人件費） （ ３８８，５０５）   千円） 

 

重点項目 内容 成果目標 9 月末の進捗状況 1 月末の進捗状況 3 月末の達成状況 

1 

市民のニーズに配

慮した窓口サービ

スに努めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合窓口・支所・出張所実施業

務を再確認し、効率化に向けた取

り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

・マイナンバーカードの普及に向

けて、取得手続きの支援を行いま

す。 

・総合窓口・支所・出張所の

業務がより効率的にできる

よう事務の見直しをすると

ともに、情報共有を図りま

す。 

 

 

 

 

･マイナンバーカードの利便

性をＰＲし、取得手続きの方

法等の周知を行い、交付枚数

２割増を目指します。 

（前年度交付枚数８０５枚） 

総合窓口で行う業務

について、関係部署

と連携を密にするこ

とでスムーズな窓口

対応に努めていま

す。 

 

 

 

今年度９月末までの

交付枚数は１，４５

７枚となり、昨年度

の１．８倍の交付を

行っています。 

スムーズに総合窓口

での対応が出来るよ

うに、関係部署と連

携を取り、情報共有

を図っています。 

 

 

 

 

今年度１月末までの

交付枚数は３，１１

３枚となり、昨年度

の３．８倍の交付を

行っています。(交付

率２１．３％) 

総合窓口で受付した

申請等の追加手続き

が支所出張所ででき

るよう連携を強化し

ました。 

マイナンバーカード

専用窓口を設け、総

合窓口の混雑を緩和

しました。 

今年度３月末までの

交付枚数は４，１８

４枚となり、昨年度

の５．２倍の交付を

行いました。(交付率

２４．２％) 
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重点項目 内容 成果目標 9 月末の進捗状況 1 月末の進捗状況 3 月末の達成状況 

１月から、第２、第

４日曜日に申請及び

交付の休日窓口を開

設しました。また、

２月に長船会場と牛

窓会場で、出張申請

窓口を開設しまし

た。 

１月から３月の休日

窓口において、申請

は４８件受付し、カ

ードを７７枚交付し

ました。２月の出張

窓口では、合計６０

件の申請を受け付け

ました。 
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国民健康保険制度

の適正運営と国民

年金制度を周知し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自らの健康に対する意識の向上

を目指し、国民健康保険制度の運

営と国民年金制度を周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・重症化予防の重要性に関する啓

発をし、健診の推進について取り

組みます。 

 

 

 

・未受診者に対して健診の重要性

を伝えます。 

 

 

 

 

 

・特定健診会場での健康相談

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームページ等によるわか

りやすい広報をします。 

 

 

 

・歯周病は糖尿病との関連性

が高いため、歯科検診の重要

性、歯周病の危険性を周知

し、歯科検診受診率１割増を

目指します。（前年度６０件） 

 

・未受診者へ、勧奨通知等に

より健診の重要性を説明し、

受診者の増加を目指します。 

 

 

 

 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響で実

施できませんでし

た。 

 

 

 

 

 

・随時見直し、更新

を行っています。 

 

 

 

・対象者を抽出し、

Ｒ３年３月末までに

受診してもらうよう

に受診券を送付しま

た。 

 

・特定健診未受診者

に対し受診勧奨を10

月末に発送します。 

 

 

 

 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響で実

施できませんでし

た。 

 

 

 

 

 

・随時見直し、更新

を行っています。 

 

 

 

・Ｒ３年３月末まで

に受診してもらうよ

うに受診券を送付し

また。（対象者714

件） 

 

・特定健診未受診者

に対し受診勧奨を10

月末に発送し、２月

にひろいの健診を実

施します。 

 

 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響で健

診会場での健康相談

はできませんでした

が、重症化リスクの

高い人には電話での

健康相談を実施しま

した。 

 

・毎月、広報に国民

健康保険及び国民年

金の情報を掲載しま

した。 

 

・３月末までを受診

期間として歯周病検

診の受診は７９件と

なりました。 

 

 

・２月にひろいの健

診として未受診者８

９名に対し集団検診

を実施しました。 
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重点項目 内容 成果目標 9 月末の進捗状況 1 月末の進捗状況 3 月末の達成状況 

・過誤請求、重複請求等を点検す

るなど、医療費の適正化を図りま

す。 

・再審査請求の効率化を図

り、効果率の向上を目指しま

す。（前年度０．１３９％） 

再審査効果率は、昨

年度同期を上回って

います。 

 

再審査効果率は、昨

年度同期を１割以

上、上回っています。 

 

・再審査効果率は、

昨年度同期を１割以

上増を維持していま

す。（２月審査分ま

で） 
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単県医療（小児医

療・心身障害者医

療・ひとり親家庭

等医療）制度の適

正な使用について

周知します。 

 

後期高齢者の健康

寿命の延伸を図り

ます。 

・単県医療（小児医療・心身障害

者医療・ひとり親家庭等医療）資

格証の制度の周知を図ります。 

 

 

 

 

・後期高齢者に自らの健康に対す

る意識の向上を促し、検診の重要

性を伝えます。 

・関係部署との連携を強化

し、ホームページや市広報紙

等により更なる制度の周知

を図ります。 

 

 

 

・集団検診会場で健康相談を

行い、健康増進への動機づけ

を図り、受診数１割増を目指

します。 

（前年度受診者数６００件） 

 

・広報紙６月号で制

度の周知を図りまし

た。 

 

 

 

 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響で実

施できませんでし

た。 

（受診者数 ５２２

件） 

・関係部署に制度の

適正な使用について

再度周知・確認しま

した。 

 

 

 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響で健

康相談は実施できま

せんでした。しかし、

受診者数は増加しま

した。 

（受診者数 ８７５

件） 

・関係部署に制度の

適正な使用について

再度周知・確認しま

した。 

 

 

 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響で健

康相談は実施できま

せんでした。しかし、

受診者数は増加しま

した。 

（受診者数８９４

件） 
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市民一人一人が人

権問題を正しく理

解し、実際に行動

できるよう、啓発

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画社会の推進のため、

講演会・ゼミナール等を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

・ＮＰＯ法人ハンセン病療養所世

界遺産登録推進協議会と連携し、

啓発事業を進めます。 

 

 

・市民向け講座「せとうちゼ

ミナール」や啓発パネル展を

実施します。 

 

・ＤＶ防止啓発活動を実施し

ます。 

 

 

 

 

・各種イベントで啓発パンフ

レットを配布します。 

・啓発パネル展を実施します。 

 

 

・男女共同参画週間

に合わせ、啓発パネ

ル及びや参考図書の

展示を行いました。 

・11月にパープルリ

ボン運動の実施を予

定しています。 

 

 

 

・「らい予防法によ

る被害者の名誉回復

及び追悼の日」に合

わせ、パネル展示及

び啓発パンフレット

・11月に「せとうち

ゼミナール」を２回

開催しました。 

 

・本庁舎及び図書館

で パープルリボン

ツリーの設置及び啓

発グッズの配布を行

いました。 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

同左 
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重点項目 内容 成果目標 9 月末の進捗状況 1 月末の進捗状況 3 月末の達成状況 

 

 

 

 

 

・人権問題の解決に向け、関係機

関との連携を図ります。また、新

たな視点で事業を計画し、幅広く

啓発活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症に起

因するＤＶ被害等を防止するため

の啓発活動を行います。 

 

 

 

・「人権の花運動」「人権ふ

れあいスポーツ教室」を各種

団体と共催して実施します。 

 

 

 

 

・人権週間において啓発活動

を行います。 

 

 

 

 

・ホームページ等で啓発活動

を行います。 

の配布を行いまし

た。 

 

・裳掛小学校で「人

権の花運動」「人権

ふれあいスポーツ教

室」を実施し、児童

が人権について考え

る契機となりまし

た。 

・人権週間に合わせ、

映画の上映や、人権

擁護委員と啓発活動

の準備をしていま

す。 

 

・ＨＰ等で、新型コ

ロナに関する人権侵

害防止や相談窓口に

ついて、随時発信し

ています。 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

・人権週間に映画会

を開催し、啓発パン

フレットの配布及び

パネル展を併せて実

施しました。 

 

・ＨＰ等で、新型コ

ロナに関する人権侵

害防止や相談窓口に

ついて、随時更新し

発信しています。 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

・健康づくり推進課

と協働により、 ＨＰ  

のトップページにて

新型コロナに関する

人権侵害防止のロゴ

を掲載しました。 
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税金の適正課税に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・納税への理解を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・税の仕組みの大切さを理解

してもらえるようさらにわ

かりやすい広報を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度前半は、緊急

的案件として、新型

コロナウイルスの影

響により収入減少等

となった者を対象と

した税の減免・猶予

制度の広報を中心に

取り組み、対象者か

らの相談・申請に繫

げました。 

 

 

 

各税納付書送付時、

申告相談前等に、市

広報紙、ホームペー

ジを中心に広報を行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告、住民税申

告の案内に合わせ、

広報紙、ホームペー

にて、所得税、住民

税等の仕組みを中心

に広報を行いまし

た。 

また、各納税通知書

発送等に合わせ、制

度の説明文書を同封

し理解を促しまし

た。 
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重点項目 内容 成果目標 9 月末の進捗状況 1 月末の進捗状況 3 月末の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞納のないまちを

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・正確な課税資料による、適正な

課税と業務効率の向上を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・行政手続きのオンライン化を進

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・滞納者の生活実態や財産を正確

に把握し、適正な滞納整理を進め

ます。 

 

 

 

 

 

・収納率向上のため、県と連携の

もと捜索実施や合同公売会への参

加等を行います。 

・資料課税の入力、家屋敷課

税の調査、未申告者への通知

を適切に行います。 

未申告者をなくし、公平な

課税を実現するために、確定

申告や実地調査の実施、税務

署との連携による取組を進

めます。 

 

 

 

 

 

 

・固定資産税における法務局

オンライン化システムの導

入に向けた検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月末収納率 

一般税（現年分）97.92％以

上の収納達成を目指します。 

また、自発的な納税意識の啓

発を行い、滞納額の増加を防

ぐため、納税相談等を行いま

す。 

 

捜索の実施 

捜索件数８件以上 

 

税務署との連携によ

る資料課税処理、家

屋敷課税調査につい

ては、ほぼ遅滞なく

取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税における

法務局オンライン化

システムの導入は、

市での手続きは完了

し、法務局側の体制

が整い次第稼働する

こととなっていま

す。 

 

 

９月末現在収納率 

一般税 

現年６５．５３％ 

滞繰１３．６１％ 

 

 

 

 

捜索件数６件実施 

 

 

引き続き、毎月税務

署にて課税資料の確

認、新築家屋を中心

とした現地調査を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税における

法務局オンライン化

システムの導入は、

市での手続きは完了

し、法務局側の体制

が整い稼働しまし

た。 

 

 

 

1 月末の収納率は以

下のとおりです。 

一般税 

現年 82.75％ 

（前年比-0.16％） 

滞繰 20.26％ 

（前年比-0.74％） 

 

捜索件数８件 

 

 

引き続き、毎月税務

署にて課税資料の確

認を行うとともに、

新年度課税に向け

て、申告相談会場を

設けました。 

また、年度を通じ滞

りなく課税異動等処

理を行いました。 

家屋評価件数 

  172 件 

家屋敷課税調査件数 

 82 件 

 

固定資産税における

法務局オンライン化

システムが稼働しま

した。 

 

 

 

 

 

 

3 月末の収納率は以

下のとおりです。 

一般税 

現年 97.90％ 

（前年比-0.02％） 

滞繰 22.50％ 

（前年比-0.95％） 

 

捜索件数８件 

 

 



6 
 

重点項目 内容 成果目標 9 月末の進捗状況 1 月末の進捗状況 3 月末の達成状況 

 

 

 

 

 

合同公売会への参加 

参加回数１回以上 

コロナの関係で開催

は現在検討中です 

合同公売会は、コロ

ナの影響により今回

は中止となりまし

た。 

 

同左 

 


